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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油圧シリンダへの作動油の給排によって昇降物を昇降動作させる昇降装置において、
　前記油圧シリンダへ作動油を供給する油圧ポンプと、
　前記油圧シリンダと前記油圧ポンプの間の油路上に配設される電磁切換弁と、
　前記油圧ポンプの回転制御、及び前記電磁切換弁の開閉制御を行う制御手段と、を備え
、
　前記制御手段は、前記昇降物の下降動作の終了後に前記油圧シリンダ側から前記油圧ポ
ンプ側への前記作動油の流通を前記電磁切換弁によって許容しない状態としてから前記油
圧ポンプを下降動作方向に回転させることにより、前記電磁切換弁と前記油圧ポンプの間
の圧力を一定圧とし、前記下降動作の開始時に、前記油圧ポンプを前記油圧シリンダのシ
リンダ圧に応じて上昇動作方向に回転させることを特徴とする昇降装置。
【請求項２】
　油圧シリンダへの作動油の給排によって昇降物を昇降動作させる昇降装置において、
　前記油圧シリンダへ作動油を供給する油圧ポンプと、
　前記油圧シリンダと前記油圧ポンプの間の油路上に配設される電磁切換弁と、
　前記油圧ポンプの回転制御、及び前記電磁切換弁の開閉制御を行う制御手段と、を備え
、
　前記制御手段は、前記昇降物の上昇動作の終了後に前記油圧シリンダ側から前記油圧ポ
ンプ側への前記作動油の流通を前記電磁切換弁によって許容しない状態としてから前記油
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圧ポンプを下降動作方向に回転させるとともに、前記昇降物の下降動作の終了後に前記油
圧シリンダ側から前記油圧ポンプ側への前記作動油の流通を前記電磁切換弁によって許容
しない状態としてから前記油圧ポンプを下降動作方向に回転させることにより、前記電磁
切換弁と前記油圧ポンプの間の圧力を一定圧とし、前記下降動作の開始時に、前記油圧ポ
ンプを前記油圧シリンダのシリンダ圧に応じて上昇動作方向に回転させることを特徴とす
る請求項１に記載の昇降装置。
【請求項３】
　前記一定圧は、前記作動油を貯留する油タンクのタンク圧と同一圧、又は前記タンク圧
に対して１ＭＰａの許容差内の圧とされていることを特徴とする請求項１又は請求項２の
何れか一項に記載の昇降装置。
【請求項４】
　前記油圧ポンプの吐出口と前記作動油を貯留する油タンクの間の油路上に配設されたチ
ェック弁を備え、
　前記チェック弁は、前記チェック弁よりも前記油タンク側の圧力が前記チェック弁より
も前記油圧ポンプ側の圧力に比して一定値以上高くなることで開弁し、前記油タンクから
前記油圧ポンプの方向に作動油を流すことが可能となることを特徴とする請求項１～請求
項３のうち何れか一項に記載の昇降装置。
【請求項５】
　前記下降動作の開始時に、前記油圧ポンプを前記油圧シリンダのシリンダ圧に応じた回
転数で上昇動作方向に回転させることを特徴とする請求項１～請求項４のうち何れか一項
に記載の昇降装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、昇降用の油圧シリンダを備え、その油圧シリンダの油圧駆動によって昇降物
を昇降動作させる昇降装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　油圧シリンダの油圧駆動によって昇降物を昇降動作させる昇降装置として、例えば、特
許文献１に記載されているフォークリフト用の昇降装置が知られている。フォークリフト
用の昇降装置は、油圧シリンダへの作動油の給排により、昇降物としてのフォーク（荷役
具）を昇降動作させるものである。この種の昇降装置では、油圧シリンダと油圧ポンプの
間の油圧配管に作動油の流れを制御する切換バルブが配設されており、その切換バルブの
開閉制御によってフォークの昇降動作と停止が行われる。
【０００３】
　しかしながら、フォークリフト用の昇降装置では、切換バルブにおける作動油の流れの
上流側と下流側で圧力差が生じている状態でフォークを下降動作させるために切換バルブ
を開弁すると、作動油が流れ出した際にショックが生じる虞がある。このショックは、フ
ォークの動作を不安定とするから、荷崩れなどの要因となる。
【０００４】
　そこで、特許文献１の昇降装置では、上記問題を解決するための対策が施されている。
具体的に言えば、特許文献１の昇降装置では、前述した圧力差を解消させるために、下降
動作の開始時に、フォークを上昇動作させるように油圧ポンプを一旦作動させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－７２５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　特許文献１の昇降装置は、下降動作の指示がなされた場合、前回の下降動作の指示が与
えられなくなった時点からの経過時間をもとに、フォークを上昇動作させる時間を決定し
ている。すなわち、特許文献１の昇降装置は、経過時間から圧力の低下分を推定し、その
推定した低下分の圧力に応じた時間、フォークを上昇動作させている。
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の昇降装置では、下降動作の指示がなされるまでの時間が一
定時間ではないことから、下降動作を開始させる時に推定される圧力低下分も不定であり
、その結果、制御が複雑化してしまう。また、特許文献１の昇降装置は、経過時間によっ
て圧力の低下分を推定しているので、圧力差を解消するための手法として信頼性に欠ける
。例えば、異なる重量の荷を搭載している場合などにおいて、同一の経過時間の時に同一
の圧力低下がなされているとは言い難い。このため、特許文献１の昇降装置では、図３（
ａ）に示すように、実際のシリンダ圧以上に昇圧させてしまう場合（図中の符号「Ａ」）
や、実際のシリンダ圧に対して昇圧量が不足する場合（図中の符号「Ｂ」）が生じてしま
う。シリンダ圧以上に昇圧させると、フォークが実際に上昇動作してしまい、その状態か
ら下降動作を行うことになるので、下降動作を指示してから実際に下降動作が開始するま
での間にタイムラグが発生してしまう。一方、昇圧量が不足すると、圧力差が解消されて
いない状態でフォークの下降動作を行うことになるので、作動油が流れ出した際にショッ
クが生じる。
【０００８】
　この発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものであり、
その目的は、簡単な制御により、圧力差をより確実に解消させることができる昇降装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、油圧シリンダへの作動油の給
排によって昇降物を昇降動作させる昇降装置において、前記油圧シリンダへ作動油を供給
する油圧ポンプと、前記油圧シリンダと前記油圧ポンプの間の油路上に配設される電磁切
換弁と、前記油圧ポンプの回転制御、及び前記電磁切換弁の開閉制御を行う制御手段と、
を備え、前記制御手段は、前記昇降物の下降動作の終了後に前記油圧シリンダ側から前記
油圧ポンプ側への前記作動油の流通を前記電磁切換弁によって許容しない状態としてから
前記油圧ポンプを下降動作方向に回転させることにより、前記電磁切換弁と前記油圧ポン
プの間の圧力を一定圧とし、前記下降動作の開始時に、前記油圧ポンプを前記油圧シリン
ダのシリンダ圧に応じて上昇動作方向に回転させることを要旨とする。
【００１０】
　これによれば、下降動作の終了後に油圧ポンプを下降動作方向に回転させることにより
、電磁切換弁と油圧ポンプの間の圧力が一定圧とされる。そして、下降動作を開始させる
場合は、油圧ポンプを油圧シリンダのシリンダ圧に応じて上昇動作方向に回転させること
で、電磁切換弁の上流側（作動油の流入側）と下流側（作動油の流出側）の圧力差を解消
させることができる。すなわち、油圧ポンプの上昇動作方向への回転開始時の圧力を常に
一定圧としているので、シリンダ圧に応じた圧力に確実に昇圧させることができる。その
結果、下降動作時におけるショックを低減させるとともに、迅速に動作させることができ
る。また、前回の動作状態を必要とせず、下降動作を開始させる時の状態のみに基づき、
昇圧を行わせることができるので、制御を簡素化できる。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の油圧シリンダへの作動油の給排によって昇
降物を昇降動作させる昇降装置において、前記油圧シリンダへ作動油を供給する油圧ポン
プと、前記油圧シリンダと前記油圧ポンプの間の油路上に配設される電磁切換弁と、前記
油圧ポンプの回転制御、及び前記電磁切換弁の開閉制御を行う制御手段と、を備え、前記
制御手段は、前記昇降物の上昇動作の終了後に前記油圧シリンダ側から前記油圧ポンプ側
への前記作動油の流通を前記電磁切換弁によって許容しない状態としてから前記油圧ポン
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プを下降動作方向に回転させるとともに、前記昇降物の下降動作の終了後に前記油圧シリ
ンダ側から前記油圧ポンプ側への前記作動油の流通を前記電磁切換弁によって許容しない
状態としてから前記油圧ポンプを下降動作方向に回転させることにより、前記電磁切換弁
と前記油圧ポンプの間の圧力を一定圧とし、前記下降動作の開始時に、前記油圧ポンプを
前記油圧シリンダのシリンダ圧に応じて上昇動作方向に回転させることを要旨とする。
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２の何れか一項に記載の昇降装置
において、前記一定圧は、前記作動油を貯留する油タンクのタンク圧と同一圧、又は前記
タンク圧に対して１ＭＰａの許容差内の圧とされていることを要旨とする。これによれば
、上昇動作及び下降動作の終了時にタンク圧を基準として圧力が制御されるので、制御を
簡素化できる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３のうち何れか一項に記載の昇降装置にお
いて、前記油圧ポンプの吐出口と前記作動油を貯留する油タンクの間の油路上に配設され
たチェック弁を備え、前記チェック弁は、前記チェック弁よりも前記油タンク側の圧力が
前記チェック弁よりも前記油圧ポンプ側の圧力に比して一定値以上高くなることで開弁し
、前記油タンクから前記油圧ポンプの方向に作動油を流すことが可能となることを要旨と
する。これによれば、油圧ポンプを下降動作方向に回転させたときに生じる不足油を補う
ことができ、圧力を一定圧に制御することができる。
【００１３】
　請求項５の記載の発明は、請求項１～請求項４のうち何れか一項に記載の昇降装置にお
いて、前記下降動作の開始時に、前記油圧ポンプを前記油圧シリンダのシリンダ圧に応じ
た回転数で上昇動作方向に回転させることを要旨とする。これによれば、シリンダ圧に応
じた圧力に確実に昇圧させることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、簡単な制御により、圧力差をより確実に解消させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】昇降装置の回路図。
【図２】（ａ）は、上昇動作を停止させる時の油圧ポンプモータの回転数の変遷を説明す
る説明図、（ｂ）は、下降動作を停止させる時の油圧ポンプモータの回転数の変遷を説明
する説明図。
【図３】（ａ）は、従来の昇降装置における圧力の変遷を説明する説明図、（ｂ）は、実
施形態の昇降装置における圧力の変遷を説明する説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を、フォークリフトのフォークを昇降動作させるリフトシリンダを備えた
昇降装置に具体化した一実施形態を図１～図３にしたがって説明する。
　フォークリフトの前方に配置される荷役具（昇降物）としてのフォークＦは、運転席に
設けられたリフトレバーＬの操作により、油圧シリンダとしてのリフトシリンダ１０が伸
縮されることによって昇降動作する。
【００１７】
　以下、本実施形態においてリフトシリンダ１０を動作させるための油圧制御機構を、図
１にしたがって説明する。
　閉回路構成をなす主配管Ｋには、油圧ポンプ及び油圧モータとして機能する油圧ポンプ
モータ１１が接続されているとともに、主配管Ｋには、リフトシリンダ１０への作動油の
給排経路をなすとともに、リフトシリンダ１０のボトム室１０ａに接続される配管Ｋ１が
接続されている。油圧ポンプモータ１１は、双方向回転可能に構成されている。そして、
主配管Ｋは、油圧ポンプモータ１１の流通口１１ａ，１１ｂに接続されている。油圧ポン
プモータ１１の流通口１１ａ，１１ｂは、作動油の流通方向によって吸込口又は吐出口と
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なる。
【００１８】
　また、油圧ポンプモータ１１には、電動機及び発電機として機能するリフト用モータ（
回転電機）１２が接続されている。リフト用モータ１２は、図示しないステータのコイル
への通電によってロータを回転させることで電動機として機能する一方で、ロータが回転
することによってステータのコイルに電力を生じさせることで発電機として機能する。本
実施形態においてリフト用モータ１２は、油圧ポンプモータ１１を油圧ポンプとして作動
させる場合に電動機となり、油圧ポンプモータ１１を油圧モータとして作動させる場合に
発電機となる。
【００１９】
　また、主配管Ｋには、リフトシリンダ１０を上昇動作させる場合に油圧ポンプモータ１
１の作動によって油タンク１３から汲み上げられる作動油を流通させる供給配管Ｋ２が接
続されているとともに、供給配管Ｋ２には主配管Ｋから油タンク１３への逆流を防止する
チェック弁（逆止弁）１４が配設されている。また、主配管Ｋには、リフトシリンダ１０
を下降動作させる場合に油圧ポンプモータ１１の作動によって油タンク１３に戻される作
動油を流通させる排出配管Ｋ３が接続されているとともに、排出配管Ｋ３には油タンク１
３から主配管Ｋへの逆流を防止するチェック弁（逆止弁）１５が配設されている。また、
排出配管Ｋ３には、油タンク１３とチェック弁１５との間にフィルタ１６が配設されてい
る。
【００２０】
　また、主配管Ｋには、油圧ポンプモータ１１の流通口１１ａに接続される主配管Ｋから
油圧ポンプモータ１１の流通口１１ｂに接続される主配管Ｋへの逆流を防止するチェック
弁（逆止弁）１７が配設されている。チェック弁１７は、油圧ポンプモータ１１の吐出口
となり得る流通口１１ａと作動油を貯留する油タンク１３の間の油路上に配設されている
。そして、チェック弁１７は、油タンク１３側から油圧ポンプモータ１１の流通口１１ｂ
側の主配管Ｋへの作動油の流通を許容する。チェック弁１７は、チェック弁１７よりも油
タンク１３側の圧力が、チェック弁１７よりも油圧ポンプモータ１１側の圧力に比して一
定値以上高くなることで開弁し、油タンク１３から油圧ポンプモータ１１の方向に作動油
を流す。また、主配管Ｋには、圧力上昇を防止するリリーフ弁１８が配設されている。
【００２１】
　リフトシリンダ１０のボトム室１０ａに接続される配管Ｋ１には、電磁切換弁１９が配
設されている。電磁切換弁１９は、ボトム室１０ａへの作動油の供給及びボトム室１０ａ
からの作動油の排出を許容する開状態としての第１位置１９ａと、作動油の給排を不能と
する閉状態としての第２位置１９ｂの２位置を取り得る。
【００２２】
　次に、油圧制御機構の制御手段としての制御部Ｓの構成を説明する。
　制御部Ｓには、リフトレバーＬの操作量を検出するポテンショメータＬｍが電気的に接
続されている。制御部Ｓは、リフトレバーＬの操作量に基づくポテンショメータＬｍから
の検出信号をもとに、リフト用モータ１２の回転数を制御する。また、制御部Ｓには、リ
フトシリンダ１０の下部付近の油圧回路内に配設されている荷重センサ２０が電気的に接
続されている。制御部Ｓは、荷重センサ２０からの検出信号をもとに、荷の有無や、荷重
からシリンダ圧を推定する。また、制御部Ｓは、上昇動作時、及び下降動作時、電磁切換
弁１９の開度を制御する。
【００２３】
　また、制御部Ｓには、インバータＳ１が電気的に接続されている。そして、リフト用モ
ータ１２には、フォークリフトに搭載されるバッテリＢＴの電力がインバータＳ１を介し
て供給される。なお、リフト用モータ１２で生じた電力は、インバータＳ１を介してバッ
テリＢＴに蓄積される。本実施形態のフォークリフトは、バッテリＢＴに蓄積された電力
を原動機となる走行用モータに供給して走行するバッテリ式のフォークリフトとされてい
る。
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【００２４】
　以下、本実施形態の油圧制御機構の作用を説明する。
　最初に、フォークＦの上昇動作について説明する。
　フォークＦを上昇動作させる場合は、リフトシリンダ１０のボトム室１０ａに作動油を
供給する。このため、制御部Ｓは、リフトレバーＬの操作量に応じた指示速度で上昇動作
させるように油圧ポンプモータ１１及びリフト用モータ１２の回転数を制御する。また、
制御部Ｓは、電磁切換弁１９を第１位置１９ａとする。これにより、油圧ポンプモータ１
１によって汲み上げられた油タンク１３の作動油は、主配管Ｋを流通して電磁切換弁１９
に至るとともに、ボトム室１０ａに供給される。その結果、リフトシリンダ１０の伸長に
よってフォークＦが上昇動作する。なお、上昇動作時の油圧ポンプモータ１１は、油圧ポ
ンプとして作動する。
【００２５】
　一方、制御部Ｓは、上昇動作を終了させる場合、電磁切換弁１９を第２位置１９ｂとす
る。そして、制御部Ｓは、上昇動作を終了させる場合、電磁切換弁１９を閉じた状態で、
図２（ａ）に示すように、油圧ポンプモータ１１を、下降動作方向に所定時間（０．１～
０．５秒程度）の間、微小回転させるようにリフト用モータ１２を制御する。このとき、
制御部Ｓは、油圧ポンプモータ１１を低速回転させる。そして、制御部Ｓは、油圧ポンプ
モータ１１を、微小回転させた後に停止させて上昇動作を終了させる。
【００２６】
　本実施形態では、上昇動作の終了時に油圧ポンプモータ１１を下降動作方向に回転させ
ることで、油圧ポンプモータ１１と電磁切換弁１９の間の主配管Ｋ内の圧力を一定圧に制
御する。具体的には、主配管Ｋ内の圧力を前記一定圧として、油タンク１３のタンク圧（
大気圧）に制御する。なお、電磁切換弁１９を閉じた状態（第２位置１９ｂ）で油圧ポン
プモータ１１を回転させる場合は、主配管Ｋ内の作動油が不足する。このため、不足分の
作動油は、チェック弁１７により、油タンク１３から吸い込まれて主配管Ｋを流通する。
【００２７】
　次に、フォークＦの下降動作について説明する。
　フォークＦを下降動作させる場合は、リフトシリンダ１０のボトム室１０ａから作動油
を排出する。そして、本実施形態において制御部Ｓは、下降動作の開始時に、電磁切換弁
１９を閉じた状態（第２位置１９ｂ）で、油圧ポンプモータ１１を、上昇動作方向に所定
時間の間、所定の回転数で回転させるようにリフト用モータ１２を制御する。このとき、
制御部Ｓは、荷重センサ２０の検出結果から推定されるシリンダ圧によって決定される回
転数で油圧ポンプモータ１１を上昇動作方向に回転させる。シリンダ圧によって決定され
る回転数とは、電磁切換弁１９の上流側（作動油の流入側）と下流側（作動油の流出側）
の圧力が等しくなる回転数（シリンダ圧と等しくなる回転）、又は油圧ポンプモータ１１
の吐出口となる流通口１１ａ側の圧力がシリンダ圧よりも若干低くなる回転数である。こ
のような回転数で油圧ポンプモータ１１を回転させることにより、油圧ポンプモータ１１
と電磁切換弁１９の間の主配管Ｋ内の圧力は昇圧される。その結果、電磁切換弁１９の上
流側と下流側、すなわちリフトシリンダ１０と電磁切換弁１９の間と、電磁切換弁１９と
油圧ポンプモータ１１の間との圧力差が解消される。
【００２８】
　図３（ｂ）には、本実施形態において前述の制御を行うことによる圧力の変遷を示す。
本実施形態では、上昇動作の終了時に油圧ポンプモータ１１と電磁切換弁１９の間の主配
管Ｋ内の圧力をタンク圧としている。このため、下降動作を開始させる時点における前記
主配管Ｋ内の圧力とシリンダ圧の圧力差は、下降動作を開始させる時点のシリンダ圧によ
って変動するが、昇圧開始時の圧力は常に一定圧（タンク圧）となっている。これにより
、上昇動作から下降動作が行われるまでの経過時間や荷重の影響を受けることなく、電磁
切換弁１９の上流側と下流側の圧力差を解消させることができる。つまり、シリンダ圧に
応じて昇圧を行えば良いので、必要以上に昇圧されることや昇圧不足となることが防止さ
れる。また、経過時間などの前回の動作状態を必要とせず、下降動作を開始させる時の状
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態のみに基づき、昇圧を行わせることができる。
【００２９】
　そして、油圧ポンプモータ１１を上昇動作方向に回転させた後、制御部Ｓは、リフトレ
バーＬの操作量に応じた指示速度で下降動作させるように油圧ポンプモータ１１及びリフ
ト用モータ１２の回転数を制御する。また、制御部Ｓは、電磁切換弁１９を第１位置１９
ａとする。これにより、リフトシリンダ１０のボトム室１０ａから排出された作動油は、
主配管Ｋを流通して油圧ポンプモータ１１の流通口１１ａに吸い込まれる。このとき、流
通口１１ａは、吸込口として機能する。そして、油圧ポンプモータ１１は、ボトム室１０
ａから排出された作動油を駆動力とし、油圧モータとして作動する。その結果、リフト用
モータ１２は、発電機として機能することになり、リフト用モータ１２で生じた電力がイ
ンバータＳ１を介してバッテリＢＴに蓄電される。すなわち、フォークＦの下降動作時に
は、回生動作が行われる。
【００３０】
　そして、制御部Ｓは、下降動作を終了させる場合、電磁切換弁１９を第２位置１９ｂと
する。また、制御部Ｓは、下降動作を終了させる場合、電磁切換弁１９を閉じた状態で、
図２（ｂ）に示すように、油圧ポンプモータ１１を、下降動作方向に所定時間（０．１～
０．５秒程度）の間、微小回転させるようにリフト用モータ１２を制御する。このとき、
制御部Ｓは、油圧ポンプモータ１１を低速回転させる。すなわち、制御部Ｓは、上昇動作
の終了時と同様に、下降動作の終了時に油圧ポンプモータ１１を下降動作方向に回転させ
ることで、油圧ポンプモータ１１と電磁切換弁１９の間の主配管Ｋ内の圧力を一定圧（タ
ンク圧）に制御する。
【００３１】
　したがって、本実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）上昇動作及び下降動作の終了後に油圧ポンプモータ１１を下降動作方向に回転さ
せることにより、油圧ポンプモータ１１と電磁切換弁１９の間の圧力を一定圧とする。そ
して、下降動作を開始させる場合は、油圧ポンプモータ１１をリフトシリンダ１０のシリ
ンダ圧に応じて上昇動作方向に回転させることで、電磁切換弁１９の上流側と下流側の圧
力差を解消させることができる。すなわち、油圧ポンプモータ１１の上昇動作方向への回
転開始時の圧力を常に一定圧としているので、シリンダ圧に応じた圧力に確実に昇圧させ
ることができる。したがって、昇降物（フォークＦ）を下降動作させる場合に生じ得るシ
ョックを低減させることができる。
【００３２】
　（２）また、油圧ポンプモータ１１を上昇動作方向に回転させるだけで、実際にはフォ
ークＦを上昇動作させていない。このため、下降動作を指示してから実際に下降動作する
迄の間のタイムラグを最小限に止めることができる。その結果、昇降物（フォークＦ）を
迅速に動作させることができる。すなわち、リフトシリンダ１０（フォークＦ）の動作と
して、一旦上昇動作してから下降動作する形態をとらず、下降動作のみを行う。
【００３３】
　（３）また、前回の動作状態を必要とせず、下降動作を開始させる時の状態のみに基づ
き、昇圧を行わせることができるので、制御を簡素化できる。
　（４）油圧ポンプモータ１１と電磁切換弁１９の間の圧力を一定圧として、油タンク１
３のタンク圧と同一となるように油圧ポンプモータ１１を下降動作方向に回転させている
。このため、上昇動作及び下降動作の終了時にタンク圧を基準として圧力が制御されるの
で、制御を簡素化できる。
【００３４】
　（５）油圧ポンプモータ１１を下降動作方向に回転させる場合に、不足油を吸い込むチ
ェック弁１７を有している。このため、油圧ポンプモータ１１を下降動作方向に回転させ
たときに生じる不足油を補うことができ、圧力を一定圧に制御することができる。
【００３５】
　（６）荷重センサ２０の結果からシリンダ圧を推定するので、シリンダ圧を直接的に検
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　なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
【００３６】
　○　荷重センサ２０に代えて圧力センサを配設し、シリンダ圧を直接検出しても良い。
これによれば、下降動作の開始時に、シリンダ圧をより正確に検出することができる。そ
の結果、電磁切換弁１９の上流側と下流側の圧力差をより確実に解消させることができる
。
【００３７】
　○　上昇動作の終了後、及び下降動作の終了後、油圧ポンプモータ１１と電磁切換弁１
９の間の圧力を、油タンク１３のタンク圧と略同一となるように制御を行っても良い。具
体的には、タンク圧に対して１ＭＰａの許容差内の圧（±１ＭＰａ）となるように制御を
行っても良い。
【００３８】
　○　油圧ポンプモータ１１と電磁切換弁１９の間の圧力を一定圧とする場合、その一定
圧を固定値として制御を行っても良いし、変動値として制御を行っても良い。
　○　電磁切換弁１９の第２位置１９ｂの構成を変更しても良い。具体的には、油圧ポン
プモータ１１側からリフトシリンダ１０側への作動油の流通を許容する一方で、リフトシ
リンダ１０側から油圧ポンプモータ１１側への作動油の流通を許容しない構成としても良
い。すなわち、フォークＦの高さ位置を維持するためにボトム室１０ａ内の作動油を油圧
ポンプモータ１１側へ流出させない構成であれば良い。
【００３９】
　○　実施形態の油圧制御機構は、フォークリフトに限らず、下降動作を自重によって行
うものであれば適用することができる。例えば、油圧エレベータなどに適用しても良い。
　次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想を以下に追記する。
【００４０】
　（イ）前記シリンダ圧は、圧力センサによって直接的に検出する、又は荷重センサの検
出結果から推定して間接的に検出することを特徴とする請求項１～請求項３のうち何れか
一項に記載の昇降装置。
【符号の説明】
【００４１】
　１０…リフトシリンダ、１１…油圧ポンプモータ、１１ａ…流通口、１３…油タンク、
１７…チェック弁、１９…電磁切換弁、Ｋ…主配管、Ｋ１，Ｋ３…配管、Ｆ…フォーク、
Ｓ…制御部。
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